
特定非営利活動法人日本歯科保存学会 認定歯科衛生士専門審査制度規則 

 

第 1章 総 則 

（趣 旨） 

第 1条 本制度は、歯科保存学のう蝕予防管理に関する専門的知識と臨床技能を有す

る認定歯科衛生士の養成と、その生涯にわたる研修を図ることにより、歯科

保健医療水準の向上と普及を図り、もって人々の健康の増進に寄与すること

を目的とする。 

第 2条 前条の目的を達成するために、特定非営利活動法人日本歯科保存学会（ 以

下「本会」という）は、公益社団法人日本歯科衛生士会（以下「日本歯科衛

生士会」という）認定歯科衛生士制度規則第 14条二に基づく認定歯科衛生

士（認定分野Ｂ：う蝕予防管理）（以下「認定歯科衛生士」という）及び同

規則第 18条第 2項に基づく専門審査のための制度を設け、本制度の実施に

必要な事業を行う。 

 

第２章 認定歯科衛生士審査委員会 

（認定審査委員会） 

第 3条 本会は、認定歯科衛生士の専門審査と本制度の運用を適正に行うために 認

定歯科衛生士審査委員会（以下「認定審査委員会」という）を設置する。 

（委 員） 

第 4条 認定審査委員会は、委員長 1名を含む定員 8〜10名の委員をもって構成され

る。 

2 委員長ならびに委員は、本会指導医あるいは認定歯科衛生士として認定され

た本会正会員とする。 

3 委員の任期は 2年、半数交替制とし再任を妨げない。 

4 委員長は理事長が指名し、委員は委員長が推薦する。 

第 5条 認定審査委員会は、委員の 3分の 2以上の出席をもって成立する。 

2 認定審査委員会の議事は、委員長を除く出席者数の過半数をもって決し、賛

否同数の場合は委員長の決するところによる。 

 

第 3章 申請資格 

第 6条 認定歯科衛生士の資格を申請する者は、以下の各号をすべて満たしていなけ

ればならない。ただし、認定審査委員会の推薦を経て、理事会で承認を受け

た者はこの限りではない。 

1）日本国歯科衛生士の免許を有する者 

2）認定歯科衛生士申請時において、本会の正会員歴が継続して 3年以上であり、

かつ認定歯科衛生士申請時に日本歯科衛生士会の会員である者 

3）第 4 章第 8 条に規定するう蝕予防管理に関する歯科医療・保健指導に関わる

研修内容を満たした者 

 



第 4章 認定研修 

第 7条 認定研修は、認定歯科衛生士として、う蝕予防管理に関する歯科医療・保健

指導に関して高度な知識と技術を修得することを目的とする。 

第 8条 認定研修は、次の各号を満たさなければならない。なお、1）～2）について

の細目は別に定める。 

1）大学病院、病院歯科、歯科診療所等において、3年以上、う蝕予防管理に関す

る歯科医療・保健指導に従事し、所属長の推薦を得ること 

2) 本会が主催する学術大会または研修会、または日本歯科衛生士会が主催する

研修会に出席すること 

 

第 5章 専門審査 

第 9条 認定歯科衛生士の専門審査を受けようとする者は、審査料を添えて、別に定

める申請書類を認定審査委員会に提出しなければならない。 

第 10条 認定歯科衛生士の専門審査に際しては、書類審査を行い、合格者に対して

は別に定める試験を行う。試験は、認定審査委員会がこれを行う。認定審査

委員会は、その結果に基づき認定歯科衛生士の専門資格の判定を行い、理事

会の承認を得る。本会は試験合格者を日本歯科衛生士会に推薦する。 

 

第 6章 資格の認定 

第 11条 認定歯科衛生士の認定登録及び認定証の交付は本会の推薦に基づき、日本

歯科衛生士会が「日本歯科衛生士会認定歯科衛生士制度規則」等に即してこ

れを行う。 

 

第 7章 資格の更新 

第 12条 認定歯科衛生士の資格更新に係る専門審査のために、本会より審査委員を

日本歯科衛生士会認定歯科衛生士審査会に派遣する。 

認定歯科衛生士の更新については、公益社団法人日本歯科衛生士会の「認

定歯科衛生士制度規則施行細則」及び「認定歯科衛生士認定更新の手引

き」に基づき行う。 

     

 

第 8章 資格の喪失 

第 13条 認定歯科衛生士は、次の 1）～3）の一に該当したとき、理事会の決定によ

りその資格を喪失するものとする。本会における資格の喪失については、日

本歯科衛生士会に報告する。 

1）日本国歯科衛生士の免許を喪失したとき 

2）本会正会員の資格を喪失したとき 

3）認定審査委員会が認定歯科衛生士として不適当と認めたとき 

 

第 9章 補 則 



第 14条 本会会員は、認定審査委員会の決定に関する異議を、理事会に申し立てる

ことができる。 

第 15条 第 5章第 9条に定める審査料については別に定める。 

第 16条 認定歯科衛生士の専門審査は原則として年 1回とする。 

第 17条 認定歯科衛生士の申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容を認

定審査委員会に届け出なくてはならない。 

第 18条 認定歯科衛生士に認定及び更新された本会正会員については、本会総会で

報告する。 

第 19条 提出された申請書類の内容については、その受領とともに本会に守秘義務

が発生するものとする。 

第 20条 この規則の施行についての細則ならびに細則暫定制度は、常任理事会の承

認を経て、理事会に報告し、別に定める。 

第21条 この規則の改廃は、委員会の議を経て、常任理事会及び理事会の承認を得なけ

ればならない。 

 

附 則 

この規則は、令和 2年 7月 3日に制定し、施行する 

 


